
児童生徒の感染が確認された場合の公表基準【一部改訂】

令和４年４月１１日  津山市教育委員会

感染（＋）判明

学級閉鎖の有無の決定（学校教育課と学校との協議）

学級閉鎖有り

公 表
学級閉鎖無し

非 公 表
【非公表の理由】
・当該学級等に、感染の広がるリスクがない
ため。※
【学校の対応】
・保護者への情報提供は行わない。通常通り
授業を行うが、児童生徒の健康観察等には
引き続き留意する。

【公表の理由】
・感染症の拡大を防止するため。

・憶測や誤った情報の拡散を防ぎ、感染者及
びその家族の人権を守るため。

【当該学校の対応】
・保護者へメール等で学級閉鎖等の情報提
供を行う。

・閉鎖期間中の家庭学習、閉鎖期間中は自
宅待機とすること等の情報提供も行う。
・学校の実情に応じて、関係機関、地域等へ
の情報提供を行う。

【教育委員会　学校教育課の対応】
・市立小中学校長へ学級閉鎖等の情報提供

・県教委への連絡

【教育委員会　教育総務課の対応】
・報道連絡
　内容は、学校名、学級等の閉鎖期間とする。

・議会関係、教育委員、連合町内会長への報
告

【教育委員会　保健給食課の対応】
･学校医への連絡

【学校内公表の理由】
・潜伏期間は、一定の幅があることから、陽
性者との接触から少なくとも７日間は、学校
はもとより家庭においても、感染防止対策の
徹底を行う必要があり、特に風邪症状等が
ある場合は、医療機関の受診を勧める必要
があるため。
（別紙「学級閉鎖に係る学校の対応」【学級
閉鎖対応基準一覧表】⑤の学級閉鎖を実施
しない場合など）

【学校の対応】
・当該学校の保護者へメール等で情報提供
を行う。
（例）本日、本校児童（教職員）の感染が判明いたしま
した。保健所の調査の結果、明日は通常通り授業を行
います。各自、健康観察及び感染症防止対策を徹底し、
定時に登校させてください。校内の消毒については、実
施済みです。
今後、風邪症状がある場合は、速やかにかかりつけ医
等を受診してください。
感染された児童が、一日も早く回復されることを心より
願っております。
なお、本件に係る情報の取り扱いにつきましては、風
評被害が生じないよう、格段のご配慮をお願いするとと
もに、うわさや人を傷つける行為は絶対にしないで、あ
たたかく見守っていただくよう重ねてお願いいたします。

津山市立○○学校
校長　○○○○

学級閉鎖無し

学校内公表
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